
ダイオキシン類の環境基準 

 

 

   ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び

土壌の汚染に係る環境基準は、ダイオキシン類対策特別措置法第７条の規定に基づき、

ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁（水底の底質の汚染を含む。）及び土壌の

汚染に係る環境上の条件につき人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準

として下表のように定められています。 

 

媒  体 基  準  値 

大  気 ０.６pg-ＴＥＱ／ｍ3以下      

水質（水底の底質を除く。） １   pg-ＴＥＱ／ｌ以下      

水底の底質 １５０   pg-ＴＥＱ／ｇ以下      

土  壌 １,０００  pg-ＴＥＱ／ｇ以下      

備考 

１ 基準値は、２,３,７,８－四塩化ジベンゾ－パラ－ジオキシンの毒性に換算した値と

する。 

２ 大気及び水質（水底の底質を除く。）の基準値は、年間平均値とする。 

３ 土壌にあっては、環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン

類の量が２５０pg-ＴＥＱ／ｇ以上の場合には、必要な調査を実施することとする。 

（注）１ 大気の汚染に係る環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活し

ていない地域又は場所については適用しない。 

   ２ 水質の汚濁（水底の底質の汚染を除く。）に係る環境基準は、公共用水域及び地

下水について適用する。 

   ３ 水底の底質の汚染に係る環境基準は、公共用水域の水底の底質について適用する。 

   ４ 土壌の汚染に係る環境基準は、廃棄物の埋立地その他の場所であって、外部から

適切に区別されている施設に係る土壌については適用しない。 

 

 

 

 

 

 


